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報道発表資料 
令和２年２月20日 

独立行政法人国民生活センター 

 

外貨建て生命保険の相談が増加しています！ 

 

全国の消費生活センター等に寄せられる外貨建て生命保険の相談が増加しています。2018年度

の相談件数は538件と、2014年度に比べて３倍以上になっており、2019年度も増加ペースが続いて

います。また、70歳以上の割合が相談全体の約半数を占めており、平均契約購入金額は1,000万円

前後を推移しています。 

外貨建て生命保険は、米国ドル等の外貨で保険料の支払や保険金の受取を行う保険であり、運

用実績や為替相場の変動等により損益が発生するほか、手数料等の負担があります。 

しかし、相談事例をみると、為替変動リスクや手数料の負担があることを理解していなかった

り、生命保険であることを認識せずに契約しているケースや、「老後資金」「元本保証希望」など

の消費者の意向と異なる勧誘・契約をされたといったケースが高齢者を中心にみられます。そこ

で、外貨建て生命保険のトラブルに遭わないよう、注意を呼び掛けます。 

 

図１ PIO-NET1にみる外貨建て生命保険の相談件数と平均契約購入金額 

 

                                                  
1 PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生

活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこ

と。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。相談件数は 2020年１月 31 日までの登録分。 
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2018年度の同期件数（2019年1月31日までのPIO-NET登録分）は、

全体：351件、70歳以上：184件、平均契約購入金額：815万円
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１．外貨建て生命保険の特徴 

・外貨建て生命保険は、米国ドル等の外国通貨で保険料の支払や保険金の受取を行う保険です。 

・保障内容により様々なタイプの外貨建て生命保険があります。 

（例：終身保険タイプ、養老保険タイプ、個人年金保険タイプ） 

・運用実績や市場金利、為替相場の変動等により損益が発生するため、【元本割れリスク】のある

金融商品です。死亡保険金を外国通貨ベースで最低保証している商品もありますが、円貨ベー

スの元本保証とは異なるため、受取った保険金を円貨に換算する際に払込保険料を下回る可能

性があります。また、契約から一定期間の死亡保険金を円貨ベースで最低保証している商品や

特約もありますが、保証期間中の積立利率が低くなり、基本保険金額や解約返戻金額等が小さ

くなる場合があります。 

・すぐにお金を引き出せる預貯金と異なり、中長期での運用を念頭においた金融商品です。契約

を途中でやめるには保険の解約手続きが必要になります。また、解約返戻金が支払われる場合

でも、経過年数に応じて解約控除率を乗じた控除額が差し引かれる場合があるため、受取額が

払込保険料を下回ることがあります（一般的に利率保証期間満了前は解約控除等があるため、

解約返戻金額等は小さくなります。）。 

・保険の運用時や、個人年金保険タイプの年金受取時に、所定の費用が発生する場合があります。 

・外貨建て生命保険を含む保険商品は銀行等の窓口でも販売されています。銀行等が募集代理店

になっている場合、保険会社から募集代理店へ手数料等が支払われており、その分がコストと

して間接的に契約者へ転嫁されています。 

・保険契約の申込時に円貨を外国通貨に換えるときや、保険金や解約返戻金の受取時に外国通貨

を円貨に換えるときに為替手数料が発生します。保険契約とは別に、銀行等で両替契約をして

いる場合も、両替契約に伴う為替手数料が発生します。 

・外貨で保険金等を受け取る場合には、外貨口座が必要になります。 

 

 

２．相談事例（（ ）内は受付年月、契約当事者の属性） 

【事例１】元本保証を約束され豪ドル建ての保険を契約したが、元本保証ではなかった 

金融機関の職員が自宅に訪問し、預けているだけでは増えないと金融商品を勧められた。投資

は絶対しないと夫婦で決めていたので、必死に断った。しかし職員は何回も自宅に訪れ熱心に勧

めてきて、最後は上司まで電話をかけてくるので、仕方なく話を聞いた。預けていた定期預金

500万円は満期前だったが、それを豪ドル建ての商品に変更したほうがよいと勧められた。何回

も元本保証だと繰り返され、職員があまりにも熱心だったこともあり、押しに負けて仕方なく契

約をした。電話で上司からも元本保証であるという説明を受けた。契約後に証書が送付された

が、保険会社との豪ドル建て個人年金保険契約になっており、不安になって確認すると、金融機

関が代理店になっていると分かった。最近になり、契約内容を確認するため保険会社に問合せる

と、元本保証はないと言われ、80万円ほどの損失が出ていた。元本保証と信じて契約したので

何とかしてほしい。           （2019年８月受付 契約当事者：70歳代 女性） 
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【事例２】定期預金をしたつもりが、外貨建て変額個人年金保険に加入していた 

数年前、1,000万円の定期預金をしようと、金融機関に出向いた。その時に妻も 600万円の定

期預金をすることにし、手続をした。その後、書類が違っていたと連絡があり、書面を書き直し

た。自分は定期預金だと思い込んでいたため、証券等もよく見ずにしばらく保管しておいた。し

かし、最近になって書類をよく見たところ、外貨建ての変額個人年金保険に加入したことになっ

ていた。金融機関へ申し出たところ、夫婦で 200万円の損失が出ていることが分かった。 

（2019年９月受付 契約当事者：80歳代 男性） 

 

【事例３】将来必要な施設入居資金と伝えていたのに、外貨建て生命保険の契約だった 

金融機関に新規口座を開設して預金全額を移したところ、後日職員の来訪があり、「遊んでい

る預金があれば運用してみませんか」と勧誘された。預金は、将来施設へ入居するための費用で

あることと、運用には興味がないと伝えて断っていたが、「心配ない、大丈夫」と繰り返し勧誘

され、根負けした形で一時払いの生命保険を契約した。計３社との契約で一時払い額は 1,500万

円になる。しかし、届いた保険証書をみると、全て外貨建ての生命保険で、短期間で解約する場

合は高額な解約手数料が掛かる事が分かった。数年後には必ず必要になるお金だと伝えていたに

も関わらず、保険期間も 20年と長期であることや元本割れのリスクや解約手数料等の説明がな

かったことを職員に伝え、解約を申し出たが、その都度解約を思いとどまるように説得されるば

かりで今に至っている。また、金融機関の支店長からは契約当時の担当者がいないことや全て口

頭での説明のため記録がないことを理由に通常の解約手続きを取る方法しかないと言われてい

る。最初に説明されていれば契約することはなかったので、全額返金して欲しい。 

（2019年４月受付 契約当事者：80歳代 女性） 

 

【事例４】高齢の父宛てに外貨建て生命保険証券が届いたが、父は加入した覚えがないと言う 

高齢の父が契約者となっている 1,000万円一括払いの外貨建て生命保険証券が届いた。父に確

認すると、「長年利用している金融機関の職員が来訪した際、『預金を娘２人に残したい』と話を

したが、生命保険に加入する話はしていない」と言い、説明時の書面などもないと言う。父は脳

梗塞になったことがあり、物忘れや判断能力に不安がある。勧誘した金融機関に連絡し、父の健

康状態と保険に加入した覚えがないことを伝えたが、「保険内容の説明はしているし、契約は成

立している。クーリング・オフ期間も過ぎているので解約はできない」と言われた。生命保険会

社にも苦情を伝えたが、代理店である金融機関と話をするよう言われた。リスクを伴う保険を高

齢の父だけに説明し、加入させたことに不満を感じるので、解約して 1,000万円を返金してほし

い。            （2019年７月受付 契約当事者：80歳代 男性） 

 

【事例５】高齢独居の叔母が約 20件の外貨建て個人年金保険などを次々に契約をしていた 

一人暮らしで高齢な叔母あてに、以前職場で契約していた生命保険会社の募集人が来訪し、外

貨建て個人年金保険などの保険を次々契約していたことが分かった。約 20件の保険を契約し

3,000万円を費やしている。叔母は数年前から判断能力に衰えの症状が出ていたので、叔母が生

命保険の内容を理解して契約をしたとは思えない。足も悪かったので、現金の引き出しには募集

人が同行していた。現在、叔母は要介護となり介護施設に入居したため、私が後見人となり財産
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を確認し、この状況が判明した。叔母は生命保険会社の募集人と仲良くなり、言われるままに契

約をしたようだ。保険会社に苦情を伝えても、「本人が自分で契約をした」と言われ対応をしな

い。契約の度に高額の手数料も払っているので、解約ではなく、契約の取消を求めたい。 

（2019年７月受付 契約当事者：80歳代 女性） 

 

【事例６】両親が外貨建て生命保険を勧誘されクーリング・オフしたが円高で損が出た 

高齢の両親が金融機関から「キャンペーンをやっている。少しでも利子がついたほうがいい。

普通預金を外貨に預けてほしい」と自宅で言われた。金融機関から為替レートが下がった場合の

説明はなかった。その後さらに、両親は金融機関から外貨建て生命保険に入らないかと勧められ

て自宅で契約した。私からクーリング・オフするよう伝え、両親は８日後に解約した。一週間た

った今も外貨のまま預けてあるが、１ドル 110円が 106円になったことから、円換算で 70万円

のマイナスが出た。金融機関に対して、高齢者にこのような商品を売るのはいかがなものかと苦

情を伝えたが、支店長代理から「入らなければよかった」と言われた。 

（2019年８月受付 契約当事者：80歳代 男女） 

 

 

３．相談事例からみる特徴と問題点 

（１）外貨建て生命保険の契約であることやリスクについて消費者の理解が得られていない 

外貨建て生命保険は保険会社の営業員による販売だけでなく、銀行等の金融機関でも販売さ

れており、消費者が生命保険の契約であることを認識していなかったり、預貯金だと思い契約

し、保険証券等が届いてはじめて生命保険の契約だと気づいたというケースがみられます（事

例１、２）。 

また、生命保険の契約であることは理解していても、外貨建て生命保険は元本割れのリスク

がある金融商品であることについて十分に理解しないまま契約しているケースがみられます。

相談事例をみると、「元本保証」「元本割れしない」などと説明されたのに「保険会社に問い合

わせたところ、損失が出ていた」「保険金を受け取ったところ、元本を下回っていた」などの

苦情が寄せられています（事例１、３）。 

このように、生命保険の契約であることや、為替変動リスク等について、消費者の理解が得

られるような説明がされていないケースが多くみられ、消費者の中には「良い商品だから大丈

夫」などと勧められるがままに、曖昧な理解で契約してしまっているケースもあります。 

 

（２）消費者の意向と異なる勧誘や契約が行われている 

外貨建て生命保険は中長期での運用を念頭においた金融商品であり、満期まで 10年以上の商

品もあります。そのため、申込時や運用時、受取時にそれぞれ手数料等が発生するほか、途中

でやめるには解約手続きや解約手数料が必要です。解約返戻金や保険金の受取時には、為替変

動リスクに加え、これらの手数料を差し引かれることによって元本割れするリスクがあります。 

しかし、相談事例をみると、必要なときにすぐに使える資金を確保しておきたい、老後の資

金を確保しておきたい、長期の契約やリスクのある契約はしたくないと考えている消費者が、

「今後使う予定がある」「老後の資金だから」と契約したくないという意向を伝えているにも関
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わらず、外貨建て生命保険を勧誘されている事例のほか、「元本保証希望なので不要」と契約を

断っている消費者に対して、繰り返し勧誘を行い契約させている事例もみられます（事例１、

３）。 

また、「定期預金の手続きと思っていた」のように定期預金などの契約中の商品を解約させて、

外貨建て生命保険を契約させている事例もあり、消費者の意向と異なる勧誘が行われているケ

ースがみられます（事例２）。その他、「外貨建て生命保険だと分かり、やめたいと伝えたが、

このまま続けるようにと説得された」という事例もみられます（事例３）。 

 

（３）認知能力の低下した高齢者への勧誘がみられる 

外貨建て生命保険に関する相談の約半数が契約当事者が 70歳以上の相談であり、なかには認

知能力の低下した高齢者の相談もみられます。相談事例をみると、「契約書はもらったが、読ん

でも分からない」「何を契約したか分からない」など高齢者が生命保険会社や金融機関等の説明

や契約内容について理解できていないケースが多くみられます。なかには理解できないまま「求

められるままたくさんの書類に署名捺印」していたり、契約の経緯等について記憶があいまい

な場合もあります（事例４、５）。 

生命保険会社や金融機関等によってはトラブル防止のために、高齢者に対しては家族等の同

席の上で説明をする等の取り組みを行っていますが、「家族の同席を求められなかった」「もし

家族が同席していたら契約させなかった」など家族の同席なく高齢者が契約しているケースが

みられ、しばらくしてから契約に気付いた家族からの相談も多くみられます（事例４、５）。 

 

（４）多数契約や高額契約に関する相談がみられる 

外貨建て生命保険の平均契約購入金額は毎年 1,000 万円前後を推移しています。はじめての

外貨建て生命保険の契約にも関わらず、勧誘されたその日のうちに多額の預貯金を解約して契

約していたり、一度に高額契約をしている事例や、高齢者が多数の保険を契約している事例も

みられます。なかには保険料の支払いが困難になるほどの契約をしてしまったケースもみられ

ます（事例３、４、５）。 

 

（５）クーリング・オフをしても損失が発生する場合がある 

保険契約にはクーリング・オフ制度があり、一定期間内は原則として申込の撤回または契約

の解除ができますが、円入金特約を付加しない外貨建て生命保険に加入する場合はクーリン

グ・オフしても、返金されるのは消費者が保険料として保険会社に支払った外国通貨です 2。

そのため、為替相場の値動きによっては円換算で為替差損が生じる場合があるほか、外国通貨

を日本円に換えようとすると為替手数料が生じるため、消費者がクーリング・オフをしたとし

ても、結果として消費者が損失を被るおそれがあります 3。 

                                                  
2 保険料を円貨で入金する特約（円入金特約）が締結される場合が多く、この場合には円貨で返金される。 
3 NPO法人ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、銀行を保険募集人として契約した外貨建て生命保険

契約をクーリング・オフした場合に、円入金特約を締結しているときでなくても、返金を外国通貨で行うことな

く円貨で行う旨指導をするように申入れをしている。 

（http://www.hyogo-c-net.com/） 

http://www.hyogo-c-net.com/
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相談事例では、クーリング・オフ期間内に解約をしたものの、為替相場で円高が進行したた

めに円換算では多額の損失が発生したケースもみられています（事例６）。 

 

４．消費者へのアドバイス 

（１）外貨建て生命保険は生命保険会社以外でも販売されています 

生命保険会社だけでなく銀行等の金融機関の窓口でも、外貨建て生命保険を含む保険商品が

販売されています。生命保険の勧誘を預貯金と勘違いして契約してしまいトラブルになってい

るケースがみられますので、何の商品を勧誘されているのか、契約するのかをよく確認をしま

しょう。特に、販売員の説明だけですぐに契約すると、気付くのが遅れるおそれがありますの

で、契約前に書類を確認するとともに、家族などに相談をしましょう。 

 

（２）外貨建て生命保険は元本割れリスクがあります 

外貨建て生命保険には為替リスクがあるため、円換算では元本が保証されません。一定額の

死亡保険金が円貨や外国通貨ベースで最低保証されている商品や特約もありますが、これも元

本保証とは異なります。また、運用成績や市場金利等によっても損益が発生します。 

また、外貨建て生命保険は中長期での運用を念頭においた金融商品であり、満期まで 10年以

上の商品もあります。いつでも解約することはできますが、経過年数によっては、中途解約時

の解約返戻金の金額が元本を下回ることがあります。こうした契約内容は、契約後は変更でき

ないこともありますので、契約する前にしっかりと書類を確認しましょう。 

 

（３）勧誘されてもすぐに契約せず、慎重に検討しましょう 

勧誘時の説明から受けた印象と、実際の契約内容が異なっているという相談がみられます。

印象と実際の契約内容のずれを防ぐために、募集人の説明だけではなく、書類を確認して契約

内容を確認しましょう。勧誘されても、すぐに契約することはやめて、家族と相談する等し、

ゆっくり検討しましょう。 

契約内容を十分に理解できていないにも関わらず、一度に高額・複数の契約をすると、必要

以上の保険に加入してしまうおそれもあります。長期間にわたり保険料を支払うプランや、保

険料の支払総額が高額になるプランもあり、家計を十分に考慮していないと保険料を支払えな

くなるおそれもあります。不必要な保険料を払うことで、必要なお金が手元に残らなくなって

しまうこともありますので、高額・複数の契約をする際や長期間の契約をする際には特に慎重

になりましょう。 

 

（４）契約後に送られてくる保険証券などの書類はすぐに確認し、不安に思った場合やトラブル

になった場合は消費生活センター等に相談しましょう 

保険を契約すると、保険証券や契約内容のお知らせが送付されますので、必ず内容を確認し

ましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター

等に相談してください※。外貨建て生命保険のほとんどは、契約申し込み日を含めて８日間はク

ーリング・オフができますので、契約内容に不安があれば、すぐに契約先の保険会社にクーリ

ング・オフを申し出ましょう。クーリング・オフの申し出は、保険会社あてに送付しましょう。 
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  ※消費者ホットライン「１８８（いやや！）」番 

 お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁

の電話番号です。 

 

５．要望先 

【一般社団法人生命保険協会】（法人番号 7010005003222） 

【一般社団法人全国銀行協会】（法人番号 1010005016782） 

 外貨建て生命保険の相談が増加しており、高齢者を中心に、契約内容やリスクについて消費者

の理解が得られていないケースや、消費者の意向と異なる勧誘や契約がみられることから、消費

者が契約内容について十分に検討する時間を確保するとともに、募集代理店や募集人等への指

導、教育を徹底し、より一層の法令遵守に努めること。 

 

６．情報提供先 

・消費者庁消費者政策課     （法人番号 5000012010024） 

・内閣府消費者委員会事務局    （法人番号 2000012010019） 

・金融庁総合政策局総合政策課金融サービス利用者相談室 （法人番号 6000012010023） 
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（参考）PIO-NETにみる外貨建て生命保険に関する相談 

（表１）契約当事者年代別の相談件数と割合（2014年度～2019年度） 

年度 2014 2015 2016 

40 歳未満 12 件 (8.3%) 16 件 (6.8%) 28 件 (7.8%) 

40 歳代 20 件 (13.9%) 11 件 (4.7%) 24 件 (6.6%) 

50 歳代 12 件 (8.3%) 26 件 (11.1%) 45 件 (12.5%) 

60 歳代 21 件 (14.6%) 39 件 (16.7%) 49 件 (13.6%) 

70 歳代 39 件 (27.1%) 71 件 (30.3%) 96 件 (26.6%) 

80 歳以上 31 件 (21.5%) 62 件 (26.5%) 101 件 (28.0%) 

不明・無回答 9 件 (6.3%) 9 件 (3.8%) 18 件 (5.0%) 

合計 144 件 (100.0%) 234 件 (100.0%) 361 件 (100.0%) 

年度 2017 2018 2019 

40 歳未満 40 件 (10.6%) 45 件 (8.4%) 38 件 (7.9%) 

40 歳代 37 件 (9.8%) 36 件 (6.7%) 30 件 (6.2%) 

50 歳代 35 件 (9.3%) 53 件 (9.9%) 63 件 (13.0%) 

60 歳代 67 件 (17.7%) 110 件 (20.4%) 82 件 (17.0%) 

70 歳代 112 件 (29.6%) 140 件 (26.0%) 137 件 (28.4%) 

80 歳以上 75 件 (19.8%) 132 件 (24.5%) 106 件 (21.9%) 

不明・無回答 12 件 (3.2%) 22 件 (4.1%) 27 件 (5.6%) 

合計 378 件 (100.0%) 538 件 (100.0%) 483 件 (100.0%) 

（割合は小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合がある） 

 

（図２）契約当事者の男女別相談件数（2014年度～2019年度） 

 

（不明・無回答等を除く n=2,028件を集計） 
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（図３）契約購入金額別の相談件数と割合（2014年度～2019年度） 

 

 
（不明・無回答等を除く n=1,495件を集計） 

 

 

（図４）契約当事者年代別に見た契約当事者が相談者と同一人物の割合と相談件数 

（2014年度～2019年度） 

 

 

（不明・無回答等を除く n=2,030件を集計） 

 

 

100万円未満, 
62件, 4%

100万円以上～

500万円未満, 
430件, 29%

500万円以上～

1000万円未満, 
397件, 27%

1,000万円以上～

2,000万円未満, 
437件, 29%

2,000万円以上, 
169件, 11%

67.6%（121件）

86.7%（137件）

92.7%（216件）

86.1%（317件）

68.7%（406件）

45.5%（228件）

32.4%（58件）

13.3%（21件）

7.3%（17件）

13.9%（51件）

31.3%（185件）

54.5%（273件）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40歳未満

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

相談者と同じ人 相談者と別の人

（年代） 

（割合） 

80歳以上では過半数が 
本人以外（家族など） 

からの相談 

<title>外貨建て生命保険の相談が増加しています！</title> 


